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２
面
…
●
時
論
「
高
齢
者
に
厳
し
い

時
代
到
来
」

　
　
　

●
個
別
改
定
項
目
（
一
面
か

ら
続
く
）

３
面
…
●
読
者
の
ひ
ろ
ば

４
面
…
●
保
険
診
療
研
究

　
　
　

●
保
険
医
こ
ぼ
れ
ば
な
し

歯科

医科

新
点
数
検
討
会

新
点
数
検
討
会

◆�新点数検討会は「点数表改定のポイント」（後日、
開業医会員に配布）を使用し解説します。なお、
当日有料販売も行います（１冊3,000円予定）

■日　時：�３月29日(日)�
11時〜13時（予定）

■会　場：共済ホール�
� （札幌市中央区北4条西1丁目1　共済ビル6F）

■対　象：会員及び職員
■参加費：無料

■対　象：歯科医師（職員1名同伴可）
■参加費：（会　員）無料
　　　　　（未入会員）10,000円　※資料代として
� （当日入会の場合は会費に充当）

■日　時：３月22日（日）
　札幌会場 10時〜12時（予定）
　他 会 場 13時〜15時（予定）
■場　所
札幌

帯広

函館 釧路

北見

旭川札幌市教育文化会館
とかちプラザ
サンリフレ函館 釧路市観光国際交流センター

北見市民会館
旭川勤労者福祉会館

　

小
泉
進
次
郎
環
境
大
臣
は

育
児
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と

を
発
表
し
た
。
２
週
間
の
育

休
を
取
る
と
言
う
こ
と
で
、

そ
の
長
さ
に
中
途
半
端
だ
と

の
批
判
も
あ
る
が
、
日
本
男

性
の
取
得
率
が
わ
ず
か
６
・

16
％
と
低
い
中
、
お
お
む
ね

賛
成
の
意
見
が
多
い
▼
日
本

の
最
大
の
問
題
は
少
子
化
、

人
口
減
少
に
あ
り
、
人
口
は

２
０
０
９
年
を
ピ
ー
ク
に
減

少
し
続
け
て
い
る
。
少
子
化

は
74
年
の
日
本
人
口
会
議
に

お
い
て「
子
供
は
２
人
ま
で
」

と
い
う
大
会
宣
言
が
採
択
さ

れ
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
前

年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ

り
、
資
源
と
人
口
に
関
す
る

危
機
感
が
高
ま
り
、
出
生
数

は
こ
の
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少

に
転
じ
た
。
89
年
に
出
生
率

が
１
・
57
ま
で
急
落
し
た
こ

と
で
少
子
化
が
問
題
視
さ
れ

や
っ
と
政
府
が
動
き
出
し
、

91
年
に
育
児
休
業
法
が
制
定

さ
れ
た
が
少
子
化
の
流
れ
は

止
め
ら
れ
て
い
な
い
▼
少
子

化
を
克
服
し
た
数
少
な
い
国

で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
男

性
の
７
割
が
育
休
を
取
る
と

い
う
。
小
泉
大
臣
の
育
休
宣

言
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
の

批
判
も
あ
る
が
、
一
度
人
口

が
減
少
し
始
め
た
国
が
人
口

を
増
加
さ
せ
る
に
は
１
０
０

年
か
か
る
と
言
わ
れ
る
。
で

き
る
こ
と
を
今
す
ぐ
に
始
め

な
い
と
日
本
と
い
う
国
は
な

く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
。�

（
Ｙ
Ｉ
）

　

保
団
連
第
49
回
定
期
大
会

が
１
月
25
、
26
日
、
東
京
都

内
で
開
催
さ
れ
た
。
次
年
度

の
活
動
方
針
・
予
算
、
役
員

選
任
等
が
審
議
さ
れ
た
。
大

会
代
表
と
し
て
本
会
か
ら
は

加
藤
康
夫
会
長
、
伊
藤
寧
、

立
花
啓
、
野
川
哲
義
各
副
会

長
が
参
加
し
執
行
部
に
５
題

の
発
言
を
行
っ
た
。

　

挨
拶
で
住
江
保
団
連
会
長

は
、
現
政
権
に
よ
る
経
済
政

策
に
つ
い
て
「
大
企
業
へ
の

富
の
集
中
に
よ
り
格
差
と
貧

困
が
拡
大
し
て
い
る
」
と
批

判
。「
所
得
再
分
配
機
能
を
強

化
す
る
こ
と
で
、格
差
是
正
、

社
会
保
障
の
改
善
に
も
繋
が

る
」
と
政
策
転
換
の
必
要
性

を
訴
え
た
。活
動
方
針
で
は
、

「
全
世
代
型
社
会
保
障
」に
よ

る
高
齢
者
負
担
増
の
阻
止
、

診
療
報
酬
の
改
善
、
金
パ
ラ

の
逆
ザ
ヤ
や
歯
科
技
工
料
を

巡
る
歯
科
医
療
問
題
へ
の
取

り
組
み
が
示
さ
れ
た
。

　

役
員
改
選
で
は
住
江
憲
勇

氏
が
会
長
に
再
選
、
本
会
の

関
係
で
は
橋
本
透
副
会
長
が

理
事
、
田
辺
隆
理
事
は
副
会

長
に
再
選
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
女
性
役
員
増
員
の

た
め
の
理
事
の
特
別
枠
１
名

を
設
け
る
「
保
団
連
規
約
細

則
の
改
定
」
に
つ
い
て
は
、

女
性
比
率
を
高
め
る
趣
旨
に

は
概
ね
賛
同
が
得
ら
れ
た
が
、

選
出
方
法
等
の
手
続
き
面
で

は
賛
否
が
分
か
れ
、
採
決
の

結
果
否
決
さ
れ
た
。

　

討
論
で
は
全
国
の
保
険
医

協
会
・
医
会
か
ら
１
４
８
題

の
発
言
が
あ
り
、
執
行
部
が

答
弁
を
行
っ
た
。
本
会
か
ら

は「
公
立
・
公
的
病
院
の
統
廃

合
問
題
」「
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン

の
積
極
的
勧
奨
の
再
開
」「
金

パ
ラ
価
格
問
題
」
な
ど
５
題

を
発
言
し
対
応
を
質
し
た
。

　

最
後
に
「
医
療
・
社
会
保

障
の
充
実
を
求
め
る
決
議
」

と
「
金
パ
ラ
『
逆
ザ
ヤ
』
の

即
時
解
消
を
強
く
求
め
る
」

特
別
決
議
が
提
案
さ
れ
満
場

一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

保団連第49回定期大会保団連第49回定期大会

金パラ「逆ザヤ」問題金パラ「逆ザヤ」問題
特 別 決 議 を 採 択特 別 決 議 を 採 択

医
療
機
能
の
分
化

医
療
機
能
の
分
化
・・
強
化
を
促
進

強
化
を
促
進

中
医
協 

個
別
改
定
項
目
示
さ
れ
る

　
１
月
29
日
の
中
医
協
総
会
で
、
厚
労
省
は
次
期
診
療
報
酬
改
定
の
概
要
と

な
る
「
個
別
改
定
項
目
」
を
提
出
し
、
２
月
７
日
に
は
答
申
が
と
り
ま
と
め

ら
れ
た
。
次
期
改
定
で
は
31
項
目
の
点
数
が
新
規
導
入
さ
れ
る
（
関
連
２

面
）。
改
定
は
３
月
上
旬
に
予
定
さ
れ
て
い
る
大
臣
告
示・通
知
を
経
て
４
月

か
ら
施
行
す
る
見
通
し
で
あ
る
。

　

改
定
の
焦
点
の
１
つ
と
な

っ
て
い
た
、
旧
７
対
１
相
当

の
急
性
期
一
般
入
院
料
１
に

お
け
る
該
当
患
者
割
合
が
引

き
上
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
基

準
引
き
上
げ
に
よ
る
急
性
期

病
床
の
削
減
が
狙
い
で
あ

る
。
急
性
期
一
般
入
院
料
１

で
は
看
護
必
要
度
Ⅰ
が
現
行

の
30
％
か
ら
31
％
に
、
必
要

度
Ⅱ
で
は
25
％
を
29
％
に
見

直
さ
れ
る
。
看
護
必
要
度
Ⅱ

は
活
用
を
普
及
さ
せ
る
た
め

に
、
急
性
期
一
般
入
院
料
１

か
ら
６
、
特
定
機
能
病
院
７

対
１
で
必
要
度
Ⅱ
に
よ
る
評

価
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
必

要
度
の
評
価
項
目
に
つ
い�

て
、
Ａ
項
目
か
ら
「
免
疫
抑

制
剤
の
管
理
」
を
除
外
（
注

射
剤
を
除
く
）
す
る
な
ど
の

見
直
し
が
行
わ
れ
る
。ま
た
、

重
症
患
者
判
定
基
準
の「『
診

療
・
療
養
上
の
指
示
が
通
じ

る
』
ま
た
は
『
危
険
行
動
』

に
該
当
し
、
Ａ
得
点
が
１
点

以
上
か
つ
Ｂ
得
点
３
点
以
上
」

が
削
除
さ
れ
る
。

　

地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
に
つ

い
て
は
、
許
可
病
床
数
４
０

０
床
以
上
の
病
院
は
新
規
届

出
が
不
可
能
に
、
自
院
の
一

般
病
棟
か
ら
同
病
棟
へ
の
転

棟
割
合
が
６
割
以
上
の
場
合

に
減
算
に
な
る
な
ど
の
見
直

し
が
行
わ
れ
る
。

　

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
病
棟
入
院
料
に
つ
い
て

は
、
入
院
料
１
・
３
の
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
績
指
数

の
基
準
値
が
引
き
上
げ
ら�

れ
、
入
院
料
１
の
実
績
指
数

は
40
以
上
と
な
っ
た
。ま
た
、

ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
の
透
明
性

を
確
保
す
る
た
め
、
実
績
指

数
の
根
拠
と
な
る
入
院
時
・

目
標
値
・
退
院
時
の
Ｆ
Ｉ
Ｍ

を
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実

施
計
画
書
を
用
い
て
説
明�

し
、
計
画
書
を
交
付
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
管
理
栄

養
士
の
配
置
要
件
に
つ
い
て

も
見
直
さ
れ
、
入
院
料
１
で

は
専
任
の
常
勤
管
理
栄
養
士

の
配
置
が
義
務
化
、
下
位
の

入
院
料
に
お
い
て
は
、
常
勤

の
管
理
栄
養
士
１
名
の
配
置

が
「
望
ま
し
い
」
と
さ
れ
た
。

　

デ
ー
タ
提
出
加
算
に
つ
い

て
は
、
要
件
と
な
る
入
院
料

の
拡
大
が
行
わ
れ
、
病
床
数

が
少
な
い
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料

５
・６
、療
養
病
棟
に
お
い
て

も
届
出
が
義
務
化
さ
れ
た
。

　

重
点
課
題
と
さ
れ
て
い
た

医
師
の
働
き
方
改
革
へ
の
支

援
と
し
て
「
地
域
医
療
体
制

確
保
加
算
」が
新
設
さ
れ
た
。

救
急
搬
送
が
年
間
２
０
０
０

件
以
上
あ
る
病
院
が
対
象
と

な
る
。
病
院
勤
務
医
の
勤
務

急
性
期
基
準
引
き
上
げ

急
性
期
基
準
引
き
上
げ

看
護
必
要
度
の
見
直
し

看
護
必
要
度
の
見
直
し

働
き
方
改
革
へ
の
対
応

働
き
方
改
革
へ
の
対
応

状
況
と
改
善
の
必
要
性
な
ど

を
提
言
す
る
責
任
者
の
配�

置
、
勤
務
時
間
や
当
直
を
含

め
た
夜
間
の
勤
務
状
況
の
把

握
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

　

高
度
な
急
性
期
医
療
を
実

施
し
て
い
る
病
院
を
評
価
し

た
「
総
合
入
院
体
制
加
算
」

に
つ
い
て
は
、
勤
務
医
の
実

務
負
担
軽
減
を
行
う
体
制
が

見
直
さ
れ
る
。
新
た
に
「
特

定
行
為
研
修
修
了
者
で
あ
る

看
護
師
複
数
名
の
配
置
お
よ

び
活
用
に
よ
る
病
院
勤
務
医

の
負
担
軽
減
」「
院
内
助
産
ま

た
は
助
産
師
外
来
の
開
設
に

よ
る
病
院
勤
務
医
の
負
担
軽

減
」
の
２
項
目
が
選
択
項
目

に
追
加
さ
れ
た
。
ま
た
医
療

機
関
間
で
医
療
機
能
の
再

編
・
統
合
の
実
施
に
お
い
て

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
で

合
意
を
得
た
場
合
に
は
、
特

定
の
診
療
科
を
標
榜
し
て
い

な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
タ
ス
ク
・
シ
フ
テ

ィ
ン
グ
（
業
務
移
管
）
を
推

進
す
る
観
点
か
ら
、
医
師
事

務
作
業
補
助
体
制
加
算
を
精

神
療
養
病
棟
入
院
料
、
有
床

診
療
所
（
療
養
含
む
）
な
ど

も
算
定
可
能
な
入
院
料
へ
見

直
さ
れ
る
。

　

前
回
改
定
で
導
入
さ
れ
た

機
能
強
化
加
算
は
、
院
内
掲

示
だ
け
で
な
く
、
必
要
に
応

じ
て
患
者
が
持
ち
帰
る
こ
と

の
で
き
る
書
面
を
具
備
し

「
か
か
り
つ
け
医
機
能
」を
有

し
て
い
る
こ
と
を
情
報
提
供

す
る
こ
と
等
が
追
加
さ
れ

た
。
同
じ
く
「
か
か
り
つ
け

医
機
能
」
を
評
価
し
た
地
域

包
括
診
療
加
算
に
つ
い
て�

は
、
全
国
的
に
届
出
数
が
伸

び
悩
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
届

出
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
。

　
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
」を

持
つ
医
療
機
関
（
地
域
包
括

診
療
加
算（
診
療
料
）、
在
宅

時
医
学
総
合
管
理
料
な
ど
を

届
出
）
と
他
医
療
機
関
の
連

携
を
図
る
目
的
か
ら
診
療
情

報
提
供
料
Ⅲ
が
新
設
さ
れ
、

紹
介
先
の
医
療
機
関
が
行
っ

た
診
療
内
容
の
情
報
を
、
紹

介
元
へ
提
供
す
る
こ
と
が
評

価
さ
れ
る
。

　

対
象
は
①
「
か
か
り
つ
け

外
来
外
来  

か
か
り
つ
け
医

か
か
り
つ
け
医

機
能
の
さ
ら
な
る
推
進

機
能
の
さ
ら
な
る
推
進

医
機
能
」
を
持
つ
医
療
機
関

か
ら
他
医
療
機
関
に
紹
介
さ

れ
た
患
者
②
他
医
療
機
関
か

ら「
か
か
り
つ
け
医
機
能
」を

持
つ
医
療
機
関
に
紹
介
さ
れ

た
患
者
③
産
科
・
産
婦
人
科

の
医
療
機
関
か
ら
紹
介
さ
れ

た
妊
産
婦
―
と
さ
れ
て
い
る
。�

な
お
、
現
在
凍
結
中
の
妊
婦

加
算
等
は
削
除
さ
れ
る
。

　

さ
ら
な
る
医
科
・
歯
科
連

携
を
推
進
す
る
た
め
、
診
療

情
報
提
供
料
Ⅰ
歯
科
医
療
機

関
連
携
加
算
２
が
新
設
さ
れ

た
。
周
術
期
等
口
腔
機
能
管

理
の
必
要
を
認
め
、
患
者
の

同
意
の
も
と
歯
科
医
療
機
関

へ
受
診
の
予
約
・
患
者
の
紹

介
を
行
っ
た
場
合
に
算
定
で

き
る
。�

（
２
面
に
続
く
）

お
問
い
合
わ
せ
は
、
本
会
事
務
局
ま
で　

℡
０
１
１
‐
２
３
１
‐
６
２
８
１

入
場
に
は
別
途
郵
送
す
る
ハ
ガ
キ
が
必
要
で
す
。
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昨
年
10
月
、
さ
ら
な
る

景
気
悪
化
が
懸
念
さ
れ
る

中
、
消
費
税
は
半
ば
強
引

に
10
％
に
増
税
と
な
っ
た
。�

　

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
２
０

１
２
年
８
月
、
当
時
の
野

田
政
権
は
「
今
後
の
消
費

税
増
税
分
は
全
額
社
会
保

障
に
充
て
る
」
と
法
案
化

し
た
。
し
か
し
安
倍
政
権

が
「
社
会
保
障
と
税
の
一

体
改
革
」を
掲
げ
、社
会
保

障
の
充
実
・
安
定
化
と
財

源
の
安
定
確
保
・
健
全
化

の
同
時
達
成
を
目
指
し
、

将
来
世
代
に
負
担
を
残
さ

な
い
と
の
名
目
で
消
費
税

増
税
分
か
ら
国
債
返
済
に

充
て
て
い
る
。
今
回
の
２

％
増
税
で
５
・
７
兆
円
の

増
収
が
見
込
ま
れ
る
が
、

半
分
の
２
・
９
兆
円
も
こ

れ
に
充
て
ら
れ
る
。
し
か

し
、
だ
ま
さ
れ
て
は
い
け

な
い
。
公
債
残
高
推
移
チ

ャ
ー
ト
に
よ
る
と
、
消
費

税
が
３
％
か
ら
５
％
、
８

％
に
増
税
さ
れ
て
も
国
債

残
高
は
減
る
ど
こ
ろ
か
急

ピ
ッ
チ
で
増
え
続
け
て
い

る
。
さ
ら
に
軽
減
税
率
導

入
で
増
収
額
は
約
１
・
１

兆
円
目
減
り
し
、残
る
１
・

７
兆
円
で
ど
れ
程
社
会
保

障
を
充
実
で
き
る
の
か
。

　

２
０
１
８
年
調
査
で
老

後
所
得
が
公
的
年
金
の
み

の
高
齢
者
は
55
・
１
％
に

上
る
。
ま
た
、
２
０
１
９

年
に
は
生
活
保
護
受
給
者

約
２
１
０
万
人
の
う
ち
55

％
が
高
齢
者
世
帯
で
あ

る
。
高
齢
受
給
者
の
９
割

以
上
が
単
身
世
帯
で
、
配

偶
者
と
の
死
別
や
離
婚
な

ど
が
生
活
保
護
者
数
増
加

を
助
長
し
歯
止
め
が
効
か

な
い
。
高
齢
者
世
帯
の
貧

困
化
が
進
ん
で
い
る
。

　

団
塊
の
世
代
が
後
期
高

齢
者
に
な
る
２
０
２
５
年

問
題
。
超
高
齢
社
会
を
迎

え
医
療
・
介
護
・
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
需
要
が
高
ま
り

社
会
保
障
財
政
の
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
る
。
政
府
は
２

０
２
２
年
に
一
部
の
75
歳

以
上
の
窓
口
医
療
費
２
割

負
担
の
導
入
を
目
論
み
、

Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
剤
な
ど
の
保
険

適
用
除
外
の
検
討
を
推
し

進
め
て
い
る
。
ま
た
介
護

保
険
料
の
一
層
の
負
担
増

も
検
討
さ
れ
る
中
、
年
金

支
給
開
始
を
70
歳
以
上
と

す
る
先
延
ば
し
案
も
浮
上

し
、
年
金
水
準
も
今
後
減

る
一
方
に
な
り
そ
う
だ
。

　

さ
ら
に
、
定
年
を
引
き

上
げ
、
高
齢
者
に
な
お
も

税
を
納
め
る
担
い
手
と
し

て
狙
い
を
つ
け
た
。
必
死

に
働
き
納
税
し
続
け
て
も

な
お
、
国
は
「
老
後
の
蓄

え
を
自
ら
せ
よ
」
と
の
仰

せ
だ
。
給
付
を
削
減
し
負

担
増
を
求
め
る
だ
け
で
は

近
々
に
行
き
詰
ま
る
の
は

明
白
で
、
至
急
抜
本
的
対

策
が
望
ま
れ
る
。「
桜
を
見

る
会
」
な
ど
開
催
し
て
い

る
場
合
で
は
な
い
。

高
齢
者
に
厳
し
い

　
　
　
　
　
時
代
到
来

　

精
神
科
領
域
で
は
、
ギ
ャ

ン
ブ
ル
依
存
症
に
対
す
る
治

療
の
評
価
が
新
設
さ
れ
る
。

依
存
症
集
団
療
法
の
中
に
薬

物
依
存
症
治
療
と
区
別
さ
れ

て
導
入
さ
れ
、
日
本
医
療
研

究
開
発
機
構
の
「
ギ
ャ
ン
ブ

ル
障
害
の
標
準
的
治
療
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
に
沿
っ
て
実
施
し

た
場
合
に
算
定
す
る
。

　

小
児
の
か
ぜ
な
ど
に
対
し

て
、
抗
菌
薬
を
使
用
し
な
い

こ
と
を
文
書
で
家
族
に
説
明

す
る
こ
と
を
評
価
し
た
「
小

児
抗
菌
薬
適
正
使
用
支
援
加

算
」
が
見
直
さ
れ
た
。
対
象

患
者
を
３
歳
未
満
か
ら
６
歳

未
満
へ
と
拡
大
し
、
月
１
回

に
限
っ
て
算
定
で
き
る
よ
う

に
変
更
さ
れ
る
。
前
回
導
入

さ
れ
た
小
児
運
動
器
疾
患
指

導
管
理
料
は
対
象
患
者
を
現

行
の
６
歳
未
満
か
ら
12
歳
未

満
ま
で
拡
大
し
、
他
院
か
ら

の
紹
介
要
件
を
削
除
、
最
初

の
６
カ
月
は
月
１
回
算
定
で

き
る
よ
う
に
な
る
。

　

自
院
で
の
管
理
栄
養
士
の

確
保
が
困
難
な
こ
と
か
ら
、

外
来
栄
養
食
事
指
導
料
に
つ

い
て
要
件
が
緩
和
さ
れ
、
担

当
医
の
指
示
に
も
と
づ
き
自

院
以
外
の
管
理
栄
養
士
が
指

導
し
た
場
合
も
算
定
で
き
る

こ
と
と
な
っ
た
。
在
宅
患
者

訪
問
栄
養
食
事
指
導
料
も
同

様
と
な
る
。

　

在
宅
療
養
支
援
病
院
に
つ

い
て
は
、
往
診
を
担
当
す
る

医
師
は
オ
ン
コ
ー
ル
に
よ
る

対
応
で
も
よ
い
と
さ
れ
、
必

ず
し
も
医
療
機
関
内
に
待
機

し
な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
た
。

　

複
数
医
療
機
関
に
よ
る
在

宅
医
療
の
提
供
を
目
的
と
し

た
訪
問
診
療
料
Ⅰ
の
２
で�

は
、
他
院
へ
の
依
頼
後
の
連

携
が
不
十
分
と
の
意
見
が
あ

複
数
の
訪
問
診
療　

複
数
の
訪
問
診
療　

６
カ
月
以
降
情
報
共
有

６
カ
月
以
降
情
報
共
有

り
、
６
カ
月
目
以
降
も
算
定

を
行
う
場
合
に
お
い
て
依
頼

元
の
主
治
医
と
の
診
療
状
況

の
共
有
が
要
件
化
さ
れ
た
。

算
定
頻
度
は
１
カ
月
に
１
回

ま
で
と
据
え
置
か
れ
て
い
る
。

　

材
料
関
係
で
は
在
宅
自
己

導
尿
の
特
殊
カ
テ
ー
テ
ル
加

算
の
評
価
体
系
が
見
直
さ�

れ
、
消
毒
し
て
繰
り
返
し
使

用
す
る
再
利
用
型
カ
テ
ー
テ

ル
の
区
分
が
導
入
さ
れ
た
。

従
前
の
親
水
性
コ
ー
テ
ィ
ン

グ
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
使
用
本
数
に
よ
り
３
つ

の
区
分
に
再
編
さ
れ
る
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
料
・
医

学
管
理
料
な
ど
は
、
政
府
の

予
想
よ
り
も
利
用
が
少
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
算
定
要
件

や
対
象
疾
患
な
ど
の
規
制
緩

和
が
行
わ
れ
た
。
現
行
の
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
料
に
お
い
て

ハ
ー
ド
ル
と
な
っ
て
い
た
、

事
前
の
対
面
診
療
期
間
に
つ

い
て
は
「
６
カ
月
以
上
」
か

ら
「
３
カ
月
以
上
」
へ
大
幅

に
短
縮
さ
れ
た
。
同
診
療
料

の
対
象
疾
患
に
つ
い
て
は
、

一
次
性
と
診
断
さ
れ
た
慢
性

頭
痛
の
患
者
、
糖
尿
病
や
一

部
の
肝
疾
患
な
ど
に
対
す
る

注
射
薬
を
使
用
し
て
お
り
、

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料

を
算
定
し
て
い
る
患
者
が
追

加
さ
れ
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
在

宅
医
学
管
理
料
、
在
宅
酸
素

療
法
や
、
持
続
陽
圧
呼
吸
療

法
の
遠
隔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
加

算
な
ど
に
つ
い
て
も
軒
並
み

緩
和
が
行
わ
れ
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
等　

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
等　

　
　
　
要
件
大
幅
緩
和

　
　
　
要
件
大
幅
緩
和

　

摂
食
機
能
療
法
や
呼
吸
器

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

に
言
語
聴
覚
士
の
参
画
が
追

加
、
後
発
医
薬
品
使
用
体
制

加
算
４
の
廃
止
が
行
わ
れ
る

予
定
と
な
っ
て
い
る
。

　

薬
局
と
の
連
携
で
は
、
喘

息
患
者
等
に
対
し
て
吸
入
薬

の
投
薬
が
行
わ
れ
て
い
る
場

合
、
条
件
を
満
た
せ
ば
薬
局

側
に
よ
る
管
理
指
導
、
お
よ

び
医
療
機
関
へ
情
報
提
供
を

行
う
こ
と
が
点
数
化
さ
れ
た

た
め
留
意
さ
れ
た
い
。

　
前
回
改
定
で
見
直
さ
れ
た
、

紹
介
状
な
し
で
大
病
院
を
受

診
し
た
場
合
の
定
額
負
担
に

つ
い
て
は
、
特
定
機
能
病
院

及
び
４
０
０
床
以
上
の
地
域

医
療
支
援
病
院
（
一
般
病
床

２
０
０
床
未
満
を
除
く
）
に

対
象
が
広
げ
ら
れ
た
。

　

前
回
の
改
定
で
歯
科
初
・

再
診
料
の
施
設
基
準
要
件
と

な
っ
た
、「
院
内
感
染
防
止
対

策
に
係
る
研
修
」
を
関
係
職

員
に
も
行
う
こ
と
が
要
件
化

さ
れ
た
。
研
修
内
容
や
方
法

な
ど
は
今
後
明
ら
か
に
な
る

た
め
、注
意
が
必
要
と
な
る
。 　

歯
科
疾
患
管
理
料（
歯
管
）

に
つ
い
て
、
点
数
体
系
が
見

直
さ
れ
初
回
の
点
数
が
引
き

下
げ
と
な
る
。
代
わ
り
に
初

診
日
の
属
す
る
月
か
ら
６
カ

月
を
超
え
て
管
理
・
指
導
し

た
場
合
を
評
価
し
た
加
算
が

新
設
さ
れ
る
。
加
算
は
か
か

り
つ
け
歯
科
医
機
能
強
化
型

歯
科
診
療
所
と
そ
れ
以
外
で

点
数
が
区
分
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
歯
管
の
加
算
で
あ

る
「
口
腔
機
能
管
理
加
算
」

「
小
児
口
腔
機
能
管
理
加
算
」

が
、
独
立
し
た
点
数
と
な
っ

た
。
本
会
・
保
団
連
が
「
歯

管
は
様
々
な
歯
科
疾
患
が
一

括
で
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
口
腔
機
能
発
達
不
全

症
や
口
腔
機
能
低
下
症
に
か

か
る
管
理
な
ど
に
つ
い
て
、

独
立
し
た
管
理
料
と
す
べ�

き
」
と
の
要
求
を
行
っ
て
き

た
こ
と
が
実
現
し
た
か
た
ち

で
あ
る
。

　

歯
周
病
安
定
期
治
療
の
対

象
と
な
っ
て
い
な
い
歯
周
病

患
者
に
対
す
る
継
続
的
治
療

の
評
価
と
し
て
、
歯
周
病
重

症
化
予
防
治
療
が
新
設
さ
れ

た
。
歯
管
ま
た
は
、
歯
科
疾

患
在
宅
療
養
管
理
料
を
算
定

し
て
い
る
患
者
で
あ
っ
て
、

２
回
目
以
降
の
歯
周
病
組
織

検
査
終
了
時
に
、
歯
周
ポ
ケ

ッ
ト
が
４
㎜
未
満
の
患
者
が

  

そそ  

のの  

他他

本
会・保
団
連
の

本
会・保
団
連
の

　
　
　
要
望
が
随
所
に

　
　
　
要
望
が
随
所
に

対
象
と
な
る
。
ま
た
は
歯
周

組
織
の
多
く
が
健
康
で
あ
る

が
、
部
分
的
に
歯
肉
に
限
局

す
る
炎
症
症
状
を
認
め
る
状

態
ま
た
は
プ
ロ
ー
ピ
ン
グ
時

の
出
血
が
み
ら
れ
る
状
態
と

限
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ

Ａ
Ｍ
冠
の
適
応
拡
大
や
手
術

時
に
使
用
し
た
麻
酔
薬
剤
が

別
途
算
定
可
能
と
な
る
な
ど

の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。

　
　
　

◇　

◇　

◇

　

本
会
は
３
月
22
日
に
歯
科

点
数
検
討
会
、
３
月
29
日
に

は
医
科
点
数
検
討
会
を
開
催

す
る
。
点
数
検
討
会
に
は
ぜ

ひ
ご
参
集
願
い
た
い
。

個
別
改
定
項
目

個
別
改
定
項
目  

一
面
か
ら
続
く

一
面
か
ら
続
く

　次期診療報酬改定で新設される点数の概要
を下記に抜粋して掲載いたします。

・退院時薬剤情報連携加算� 60点
　�　入院前の処方薬の内容に変更、中止等の
見直しがあった場合について、退院時に見
直しの理由や変更後の患者の状態等を文書
で提供した場合に退院時薬剤情報管理指導
料に加算できる。

・栄養情報提供加算� 50点
　�　入院栄養食事指導料を算定している患者
について、退院後の栄養・食事管理につい
て指導するとともに在宅担当医療機関等の
医師又は管理栄養士に対して、栄養管理に
関する情報を文書により提供をした場合に
加算する。

・せん妄ハイリスク患者ケア加算（入院中1回）�
� 100点
　�　一般病棟入院基本料等を算定する病棟に
おいて、入院早期にせん妄のリスク因子を
スクリーニングし、ハイリスク患者に対し
て非薬物療法を中心としたせん妄対策を
行った場合に算定する。

・排尿自立支援加算（週１回）� 200点
　�　尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障
害の症状を有する患者又は尿道カテーテル
留置中の患者であって、尿道カテーテル抜
去後に下部尿路機能障害を生ずると見込ま
れるものに対して、下部尿路機能の回復の
ための包括的な排尿ケアを入院中の患者に
対して行った場合に入院基本料に加算する。

　※�従前の排尿自立指導料は外来排尿自立指
導料に名称変更となる。

・遠隔連携診療料� 500点
　�　てんかんや指定難病など、希少性の高い
疾患が疑われる場合に、かかりつけ医と専
門医がオンライン上で連携しながら診断し
た場合に算定する。

・�精神科退院時共同指導料（１、２）�
� （1）イ：1,500点、ロ：900点　（2）700点
　�　精神病棟に入院中の患者に対して、入院
医療を提供する保険医療機関の多職種チー
ムと、地域において当該患者の外来又は在
宅医療を担う、保険医療機関の多職種チー
ムが、退院後の療養等について共同で指導
等を行った場合に算定する。

・腎代替療法指導管理料� 500点
　�　外来の患者に対し、患者の同意を得て、
医師と看護師が共同して診療方針等につい
て十分に話し合い、内容を文書等により提
供した場合に算定する。

・婦人科特定疾患治療管理料� 250点
　�　器質性月経困難症を有する患者であって、
ホルモン剤を投与しているものに対して、
婦人科医又は産婦人科医が、治療計画を作
成し、継続的な医学管理を行った場合に算
定する。

・小児口唇閉鎖力検査（１回につき）� 100点
　�　小児口唇閉鎖力測定を行った場合に３月
に１回に限り算定する。

・歯科麻酔管理料� 750点
　�　届出した歯科医療機関において、一定の
実績を持つ歯科医師が閉鎖循環式全身麻酔
を行った場合に算定する。

・�区分Ｃ２（新機能・新技術）で保険適用さ
れた新規医療技術
　・既製金属冠（１歯につき）� 200点
　・象牙質レジンコーティング
　　　　　　 　（１歯につき）� 46点

次期診療報酬改定　新設点数（一部抜粋）
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江
別
市
で
小
児
科
を
開
業

し
て
24
年
に
な
り
ま
す
。
最

近
と
み
に
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
は
少
子
化
の
及
ぼ
す
経

営
へ
の
影
響
で
す
。
子
供
が

本
当
に
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

開
業
当
初（
１
９
９
６
年
）

の
全
国
出
生
数
は
１
４
０
万

人
、
最
近
で
は
（
２
０
１
８

年
）
91
万
人
と
大
変
な
減
り

方
で
す
（
ち
な
み
に
わ
れ
わ

れ
団
塊
の
世
代
の
出
生
数
は

２
７
０
万
人
！
）。少
子
化
は

小
児
科
医
だ
け
の
問
題
で
は

な
く
、
生
産
年
齢
人
口
が
先

細
り
に
な
る
訳
で
す
か
ら
国

家
的
大
問
題
で
す
。
解
決
の

為
に
は
斬
新
な
ア
プ
ロ
ー
チ

が
必
要
で
す
。
頑
固
過
ぎ
る

政
治
家
と
足
を
引
っ
張
る
だ

け
の
野
党
、
マ
ス
コ
ミ
が
揃

っ
て
い
る
我
が
国
で
は
難
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ

の
ま
ま
行
く
と
遠
か
ら
ず
総

人
口
が
１
億
を
切
っ
て
し
ま

い
ま
す
の
で
、
何
と
か
ワ
ン

チ
ー
ム
に
な
っ
て
頑
張
っ
て

ほ
し
い
も
の
で
す
。

　

こ
の
20
数
年
間
、
目
覚
ま

し
い
医
学
、
小
児
科
学
の
進

展
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

私
た
ち
開
業
医
も
、
そ
の
一

端
を
担
う
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

第
１
は
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
薬
と
そ
の
迅
速
診
断
キ
ッ

ト
で
し
ょ
う
か
？
ア
マ
ン
タ

ジ
ン
が
出
て
来
た
時
は
ビ
ッ

ク
リ
し
ま
し
た
（
１
９
９
８

年
）。難
し
い
薬
で
し
た
が
初

め
て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
立

ち
向
か
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
後
に
タ
ミ
フ
ル

（
２
０
０
１
）が
出
て
き
ま
し

た
。
こ
の
薬
も
色
々
マ
ス
コ

ミ
に
叩
か
れ
て
大
変
で
し

た
。
し
か
し
現
在
で
は
晴
れ

て
、
生
後
２
週
児
か
ら
使
用

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

第
２
は
Ｈ
ｉ
ｂ
、
肺
炎
球

菌
ワ
ク
チ
ン
等
が
日
本
で
も

導
入
さ
れ
、
日
本
が
ワ
ク
チ

ン
後
進
国
か
ら
徐
々
に
卒
業

し
そ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り

ま
す
。
重
症
感
染
症
が
激
減

し
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

第
３
は
喘
息
に
対
し
て
吸

入
ス
テ
ロ
イ
ド
が
使
え
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う

か
？
こ
れ
に
よ
っ
て
重
症
小

児
喘
息
患
者
が
激
減
し
ま
し

た
。

　

第
４
は
血
液
検
査
や
各
種

迅
速
診
断
が
幅
広
く
普
及
し

診
断
に
見
落
と
し
が
少
な
く

な
り
、
正
確
な
診
断
が
可
能

に
な
り
ま
し
た
。

　

Ｃ
Ｔ
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
が
あ
れ
ば

と
い
う
事
も
稀
に
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
は
信
頼
で
き
る
病

院
の
友
人
達
に
お
任
せ
し
て

お
り
ま
す
。

　　

先
日
、
両
親
と
沖
縄
へ
２

泊
３
日
の
旅
行
を
し
て
き

た
。高
校
の
修
学
旅
行
以
来
、

こ
の
地
へ
足
を
踏
み
入
れ
て

は
い
な
い
。
両
親
に
い
た
っ

て
は
初
め
て
の
地
で
あ
っ
た
。 　

３
日
間
は
、
沖
縄
と
い
え

ば
こ
こ
に
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
ス
ポ
ッ
ト
を

巡
っ
た
。
そ
の
中
で
も
定
番

の
美
ら
海
水
族
館
で
得
た
事

を
皆
さ
ま
に
伝
え
ら
れ
た
ら

と
思
い
、
今
回
の
「
読
者
の

ひ
ろ
ば
」
に
寄
稿
さ
せ
て
頂

く
。

　

同
館
で
最
も
目
を
引
く
ポ

イ
ン
ト
と
い
え
ば
や
は
り
、

魚
類
の
中
で
最
大
の
種
と
さ

れ
る
ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ
だ
。
１

９
８
３
年
に
イ
ン
ド
で
捕
獲

さ
れ
た
雄
の
12
・
18
ｍ
が
最

大
で
あ
る
。
美
ら
海
水
族
館

で
展
示
さ
れ
て
い
る
ジ
ン
ベ

イ
ザ
メ
は
１
日
30
～
40
㎏
の

動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
や
小
魚
、

魚
の
卵
な
ど
と
て
も
小
さ
な

餌
を
食
べ
て
い
る
。し
か
し
、

自
然
界
で
は
未
だ
に
何
を
食

べ
て
い
る
か
は
解
明
さ
れ
て

い
な
い
そ
う
だ
。
こ
こ
で
不

思
議
に
思
う
こ
と
が
、
展
示

中
の
他
の
大
き
な
魚
を
飲
み

込
ん
で
し
ま
っ
た
場
合
ど
う

し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ
は

口
を
開
け
る
と
同
時
に
、
強

い
力
で
海
水
を
吸
い
込
む
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
サ

メ
や
エ
イ
な
ど
の
同
じ
動
物

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
食
す
者
た

ち
に
は
で
き
な
い
特
技
で
あ

る
。
多
く
を
吸
い
込
ん
で
し

ま
う
ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ
は
、
必

要
と
し
な
い
も
の
を
き
ち
ん

と
排
出
す
る
機
構
も
備
え
て

あ
る
。
口
の
中
に
取
り
込
ん

だ
海
水
と
餌
は
、
左
右
５
対

の
え
ら
に
あ
る
フ
ィ
ル
タ
ー

で
餌
だ
け
こ
し
取
り
、
海
水

は
え
ら
穴
か
ら
外
へ
吐
き
出

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
万
が
一
大
き
な
魚
を
口

に
含
ん
だ
場
合
は
、
飲
み
込

ま
ず
に
外
へ
排
出
し
て
い
る

の
だ
。

　

最
後
の
疑
問
点
と
し
て
、

ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ
は
卵
を
産
む

の
か
、
そ
れ
と
も
仔
ザ
メ
を

産
む
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
最

近
よ
う
や
く
解
明
さ
れ
、
仔

ザ
メ
を
３
０
０
匹
以
上
も
産

む
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た

そ
う
だ
。

　

当
時
、
沖
縄
へ
行
っ
て
あ

ら
ゆ
る
こ
と
を
学
ぶ
は
ず
の

修
学
旅
行
は
何
も
得
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
大

人
に
な
っ
て
か
ら
の
旅
行
の

方
が
学
ぶ
こ
と
が
多
い
こ
と

に
気
づ
け
た
３
日
間
で
あ
っ

た
。

開
業
開
業
2424
年
を
振
り
返
っ
て

年
を
振
り
返
っ
て

札
幌
支
部　
松
尾
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

松 

尾 　
巧

1515
年
ぶ
り
の
沖
縄
旅
行

年
ぶ
り
の
沖
縄
旅
行

札
幌
支
部　
百
海
歯
科
医
院　
　
　
　

百 

海 　
啓

お申し込み・お問い合わせは、本会事務局まで　　 Tel  011- 231- 6281 　 Fax  011- 231- 6283

●申し込み資格は65歳6か月までの方　●最長75歳まで保障　●昨年度から、全年齢区分で保険料が下がっています!

●�剰余金が生じた場合には配当金としてお支払いします！

月額保険料［例：会員本人 男性の場合］
保険年齢 1,000万円 3,000万円 5,000万円 6,000万円
30歳 950円 2,850円 4,750円 5,700円
40歳 1,210円 3,630円 6,050円 7,260円
50歳 2,350円 7,050円 11,750円 14,100円

死亡時・高度障害時にお支払いする保険
グループ保険受付中

（※その他、500万円、1,500万円、2,000万円、4,000万円の保障金額もございます）

法人加入で
原則損金扱い

できます

��女性向け防犯セミナー������

犯罪への危機意識を犯罪への危機意識を
　

１
月
25
日
、
綜
合
警
備
保

障
株
式
会
社（
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
）

よ
り
講
師
を
迎
え
「
女
性
向

け
防
犯
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催

し
た
。
セ
ミ
ナ
ー
に
女
性
会

員
な
ど
13
人
が
参
加
し
た
。

　

前
半
は
、
女
性
が
被
害
に

遭
う
犯
罪
に
つ
い
て
、
警
察

庁
の
統
計
資
料
や
事
件
例
を

交
え
て
解
説
。
被
害
者
の
年

齢
は
20
代
が
最
も
多
く
、
人

目
に
つ
き
に
く
い
夜
の
時
間

帯
に
犯
罪
が
多
く
発
生
し
て

い
る
こ
と
な
ど
が
強
調
さ
れ

た
。

　

さ
ら
に
、
自
分
の
身
を
守

る
た
め
に
は
「
安
全
に
逃
れ

る
こ
と
」
が
最
も
大
切
で
あ

り
、「
助
け
を
求
め
る
際
に
は

『
誰
か
』で
は
な
く
具
体
的
に

指
名
す
る
こ
と
」
も
重
要
と

し
、
普
段
か
ら
犯
罪
に
対
す

る
危
機
意
識
を
高
め
、
対
策

を
講
じ
る
こ
と
の
重
要
性
に

つ
い
て
も
述
べ
た
。

　

後
半
は
、
万
が
一
被
害
に

遭
い
そ
う
に
な
っ
た
時
に
逃

げ
る
方
法
を
実
践
形
式
で
解

説
。
参
加
者
が
２
人
１
組
に

な
り
、
自
分
の
身
を
守
る
た

め
の
具
体
的
な
手
段
を
シ
チ

ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
別
に
学
ん�

だ
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
実
践
が

面
白
か
っ
た
で
す
。
覚
え
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
」

「
日
々
気
に
か
け
る
こ
と
が

大
切
な
こ
と
を
知
り
ま
し
た
」

と
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

２
０
２
０
年
度
薬
価
改
定
に
伴
い
、

㈱
じ
ほ
う
社
か
ら
発
行
さ
れ
る
薬
価
基

準
関
連
の
書
籍
を
、
会
員
限
定
の
特
別

価
格
で
販
売
い
た
し
ま
す
。

　

各
１
冊
目
に
つ
い
て
は
、
１
０
０
０

円
分
を
本
会
が
負
担
す
る
格
安
価
格
に

て
提
供
い
た
し
ま
す
（
全
て
税
込
・
送

料
別
）。
ご
希
望
の
方
は
本
会
新
聞
２

月
５
日
号
同
封
の
ち
ら
し
を
３
月
５
日

㈭
ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
本
会
事
務
局
ま
で

お
申
込
下
さ
い
。

　

な
お
、
レ
セ
コ
ン
普
及
等
に
よ
り
、

２
０
１
４
年
か
ら
薬
価
基
準
早
見
表
の

無
料
配
布
を
中
止
し
て
お
り
ま
す
。
引

き
続
き
薬
価
基
準
早
見
表
を
ご
希
望
の

方
は
ち
ら
し
に
て
ご
購
入
願
い
ま
す
。

薬価関連書籍のご案内

　

１
月
30
日
、
本
会
は
一
般

社
団
法
人
札
幌
市
医
師
会

（
以
下
、
札
医
）政
策
部
と
懇

談
会
を
開
催
し
た
。当
日
は
、

札
医
か
ら
鈴
木
伸
和
副
会
長

以
下
５
人
、
本
会
か
ら
は
加

藤
会
長
以
下
７
人
が
参
加
し

た
。

　

鈴
木
札
医
副
会
長
と
加
藤

会
長
の
挨
拶
に
続
い
て
、
札

医
の
多
米
政
策
部
長
が
「
外

国
人
診
療
の
現
状
と
課
題
」

と
題
し
、
訪
日
外
国
人
の
増

加
に
よ
り
、
訪
日
後
、
体
調

を
崩
し
医
療
機
関
を
受
診
す

る
外
国
人
も
増
え
て
い
る
と

指
摘
。
受
診
時
の
問
題
点
と

し
て
は
、言
葉
や
医
療
制
度
、

宗
教
等
の
問
題
の
ほ
か
、
日

本
で
発
症
す
る
こ
と
が
少
な

い
疾
患
の
注
意
点
等
を
挙�

げ
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、

医
療
通
訳
の
拡
充
、
医
療
保

険
加
入
の
勧
奨
、
未
払
い
金

医
療
費
補
填
シ
ス
テ
ム
の
構

築
、
カ
ー
ド
決
済
の
拡
充
、

医
療
側
の
研
修
、
人
材
育
成

が
必
要
と
述
べ
た
。

　

本
会
は
近
理
事
が
「
地
域

医
療
再
編
問
題
」に
関
し
て
、

厚
労
省
が
診
療
実
績
な
ど
か

ら
公
立
・
公
的
病
院
の
再
編
・

統
合
を
求
め
、
病
院
名
を
公

表
し
た
こ
と
に
関
し
、
地
域

医
療
の
現
状
と
問
題
点
に
つ

い
て
述
べ
た
。そ
の
中
で
、本

道
の
公
立
・
公
的
病
院
が
、救

急
患
者
を
受
け
入
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、が
ん
、心

筋
梗
塞
、
小
児
医
療
な
ど
の

実
績
が
な
い
と
し
て
再
編
・

統
合
病
院
に
多
数
該
当
し
て

い
る
状
況
を
解
説
。さ
ら
に
、

地
域
医
療
の
実
情
を
無
視
し

た
機
械
的
な
リ
ス
ト
作
成
の

問
題
点
等
を
指
摘
し
た
。

　

懇
談
で
は
、
２
つ
の
テ
ー

マ
の
ほ
か
「
医
科
歯
科
連
携

の
推
進
」「
妊
婦
歯
科
健
診
の

必
要
性
」
等
に
つ
い
て
も
話

し
合
わ
れ
た
。
両
会
は
、
今

後
も
継
続
し
て
懇
談
の
機
会

を
持
ち
、地
域
医
療
の
充
実
・

改
善
を
目
指
し
、
意
見
交
換

を
続
け
て
い
く
こ
と
を
確
認

し
た
。

最
近
の
医
療
情
勢
に
つ
い
て
意
見
交
換

札
幌
市
医
師
会
政
策
部
と
懇
談
会
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東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と

　
　
　
　
　
働
き
方
改
革

理
事
会
だ
よ
り

■
第
９
回
理
事
会

日
時　

12
月
24
日（
火
）

場
所�　
ホ
テ
ル
札
幌
ガ
ー
デ

ン
パ
レ
ス

協
議
事
項

①�

１
月
度
の
主
な
活
動
に
つ

い
て

②�

保
団
連
第
49
回
定
期
大
会

へ
の
発
言
通
告
に
つ
い
て

③�

「
北
海
道
外
来
医
療
計
画

（
素
案
）」
へ
の
パ
ブ
リ
ッ

〈
12
月
〉

７
日　

ク
リ
ス
マ
ス
会

９
日�　
札
幌
歯
科
医
師
会
と

の
懇
談
会

28
日　

理
事
会

〈
１
月
〉

25
日�　
女
性
部
会
防
犯
セ
ミ

ナ
ー

28
日　

理
事
会

30
日�　
札
幌
市
医
師
会
と
の

懇
談
会

保
険
医
会
の
動
き

ク
コ
メ
ン
ト
提
出
に
つ
い

て
④�

創
立
70
周
年
事
業
の
企
画

に
つ
い
て

⑤�

「
女
性
役
員
確
保
の
た
め

の
保
団
連
規
約
細
則
改
定

の
提
案
」
組
織
検
討
の
お

願
い

⑥
そ
の
他

　
■
第
10
回
理
事
会

日
時　

１
月
28
日（
火
）

場
所　

本
会
会
議
室

協
議
事
項

①�

２
月
度
の
主
な
活
動
に
つ

い
て

②�

第
８
回
代
議
員
総
会
ま
で

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い

て
③�

創
立
70
周
年
記
念
事
業
に

つ
い
て

④�

「
創
立
70
周
年
記
念
事
業

基
金
」「
共
済
事
業
拡
充
対

策
基
金
」
創
設
に
関
す
る

財
政
措
置
に
つ
い
て

⑤
そ
の
他

藤
原　
　

彪　

先
生

12
月
18
日
ご
逝
去（
77
歳
）

嵐　
　

賢
治　

先
生

12
月
19
日
ご
逝
去（
67
歳
）

後
藤　

陸
則　

先
生

12
月
24
日
ご
逝
去（
77
歳
）

石
田　

祐
一　

先
生

１
月
16
日
ご
逝
去（
84
歳
）

謹
ん
で
ご
冥
福
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す

　厚労省は、令和元年12月25日付で「応召義務をはじめとした診察治療の求
めに対する適切な対応の在り方等について」の通知を発出しました。以下に抜
粋を掲載いたしますので、ご確認ください。

患者を診療しないことが正当化される事例の整理
（１） 緊急対応が必要な場合と緊急対応が不要な場合の整理
　医療機関の対応として患者を診療しないことが正当化されるか否か、また、
医師・歯科医師個人の対応として患者を診療しないことが応召義務に反するか
否かについて、緊急対応が必要な場合（病状の深刻な救急患者等）と緊急対応
が不要な場合（病状の安定している患者等）に区分した上で整理すると、次の
とおりであること。

①　緊急対応が必要な場合（病状の深刻な救急患者等）
ア　診療を求められたのが診療時間内・勤務時間内である場合
　医療機関・医師・歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下での医療提供の
可能性・設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性（医療の代替可能
性）を総合的に勘案しつつ、事実上診療が不可能といえる場合にのみ、診療し
ないことが正当化される。

イ　診療を求められたのが診療時間外・勤務時間外である場合
　応急的に必要な処置をとることが望ましいが、原則、公法上・私法上の責任
に問われることはない（※）。
※�　必要な処置をとった場合においても、医療設備が不十分なことが想定され
るため、求められる対応の程度は低い。（例えば、心肺蘇生法等の応急処置
の実施等）
※�　診療所等の医療機関へ直接患者が来院した場合、必要な処置を行った上で、
救急対応の可能な病院等の医療機関に対応を依頼するのが望ましい。

②　緊急対応が不要な場合（病状の安定している患者等）
ア　診療を求められたのが診療時間内・勤務時間内である場合
　原則として、患者の求めに応じて必要な医療を提供する必要がある。ただし、
緊急対応の必要がある場合に比べて、正当化される場合は、医療機関・医師・
歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下での医療提供の可能性・設備状況、
他の医療機関等による医療提供の可能性（医療の代替可能性）のほか、患者と
医療機関・医師・歯科医師の信頼関係等も考慮して緩やかに解釈される。

イ　診療を求められたのが診療時間外・勤務時間外である場合
　即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される。ただし、時間
内の受診依頼、他の診察可能な医療機関の紹介等の対応をとることが望ましい。

（２） 個別事例ごとの整理
　医療機関の対応として患者を診療しないことが正当化されるか否か、また、
医師・歯科医師個人の対応として患者を診療しないことが応召義務に反するか
否かについて、具体的な事例を念頭に整理すると、次のとおりであること。な

お、次に掲げる場合であっても、緊急対応が必要な場合については、（１）①
の整理により、緊急対応が不要かつ診療を求められたのが診療時間外・勤務時
間外である場合については、（１）②イの整理による。

①　患者の迷惑行為
　診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為の態様に照らし、診療
の基礎となる信頼関係が喪失している場合（※）には、新たな診療を行わない
ことが正当化される。
※　診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等。

②　医療費不払い
　以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しない
ことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持って
あえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される。具体的には、
保険未加入等医療費の支払い能力が不確定であることのみをもって診療しない
ことは正当化されないが、医学的な治療を要さない自由診療において支払い能
力を有さない患者を診療しないこと等は正当化される。また、特段の理由なく
保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未
払いであることが推定される場合もある。

③　入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院等
　医学的に入院の継続が必要ない場合には、通院治療等で対応すれば足りるた
め、退院させることは正当化される。医療機関相互の機能分化・連携を踏まえ、
地域全体で患者ごとに適正な医療を提供する観点から、病状に応じて大学病院
等の高度な医療機関から地域の医療機関を紹介、転院を依頼・実施すること等
も原則として正当化される。

④　差別的な取扱い
　患者の年齢、性別、人種・国籍、宗教等のみを理由に診療しないことは正当化
されない。ただし、言語が通じない、宗教上の理由等により結果として診療行
為そのものが著しく困難であるといった事情が認められる場合にはこの限りで
はない。
　このほか、特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき
診療しないことは正当化されない。ただし、１類・２類感染症等、制度上、特
定の医療機関で対応すべきとされている感染症にり患している又はその疑いの
ある患者等についてはこの限りではない。

⑤　訪日外国人観光客をはじめとした外国人患者への対応
　外国人患者についても、診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合
と同様に判断するのが原則である。外国人患者については、文化の違い（宗教
的な問題で肌を見せられない等）、言語の違い（意思疎通の問題）、（特に外国人
観光客について）本国に帰国することで医療を受けることが可能であること等、
日本人患者とは異なる点があるが、これらの点のみをもって診療しないことは
正当化されない。ただし、文化や言語の違い等により、結果として診療行為その
ものが著しく困難であるといった事情が認められる場合にはこの限りではない。

勤務先変更や　
住所変更等は　
本会にご連絡を!

　「勤務先の変更」や「自
宅住所」、「電話番号」等
の変更がございましたら、
お手数ですが本会事務局
組織部までご連絡くださ
い。

【電話】 
011-２３１-６２８１

応召義務の解釈について

　

今
年
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
で
す
。
前
回
の
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
は
１
９
６
４
年
と

開
催
さ
れ
た
の
が
56
年
前
な

の
で
、
多
く
の
日
本
人
に
と

っ
て
は
初
め
て
の
開
催
経
験

で
す
。
そ
し
て
札
幌
で
も
、

サ
ッ
カ
ー
と
陸
上
競
技
（
マ

ラ
ソ
ン
と
競
歩
）
が
開
催
さ

れ
ま
す
。

　

56
年
前
は
高
度
経
済
成
長

期
で
、
経
済
成
長
率
が
年
平

均
10
％
前
後
と
高
い
水
準
で

続
い
て
い
た
時
代
で
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
昨
年
２
０
１

９
年
の
経
済
成
長
率
は
０
・

９
％
で
す
。
今
年
２
０
２
０

年
は
政
府
見
通
し
で
１
・
４

％
、
２
０
２
１
年
は
０
・
５

～
０
・
８
％
の
予
想
で
す
。

今
、
日
本
は
生
産
年
齢
人
口

（
15
歳
～
64
歳
）の
減
少
に
伴

い
企
業
が
労
働
力
不
足
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
政

府
は
「
一
億
総
活
躍
社
会
」

と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

で
、
女
性
の
職
場
進
出
や
高

齢
者
の
活
用
、
個
人
ニ
ー
ズ

に
あ
わ
せ
た
働
き
方
を
提
案

し
、
昨
年
よ
り
「
働
き
方
改

革
関
連
法
」
が
始
ま
り
ま
し

た
。
そ
し
て
時
間
外
労
働
の

上
限
規
制
、
有
給
休
暇
の
消

化
義
務
等
が
法
律
と
し
て
決

ま
り
ま
し
た
。
ワ
ー
ク
ラ
イ

フ
バ
ラ
ン
ス
を
見
直
し
、
健

康
に
か
つ
生
産
性
を
高
め
る

こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
政
府

は
言
っ
て
い
ま
す
。
女
性
が

子
育
て
と
仕
事
を
両
立
さ
せ

る
た
め
に
は
時
間
外
労
働
あ

り
き
の
働
き
方
で
は
無
理
が

あ
り
、
優
秀
な
女
性
で
も
非

正
規
雇
用
に
な
ら
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
ま
た
非
正
規
と
正

社
員
の
格
差
是
正
、
勤
務
間

イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
（
勤
務

終
了
後
一
定
時
間
以
上
の
休

息
期
間
を
設
け
る
こ
と
）、フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
拡
充

も
こ
の
改
革
で
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

２
０
０
４
年
の
ア
テ
ネ
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
が
決
ま
っ

た
時
に
は
11
の
都
市
が
立
候

補
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

次
回
２
０
２
４
年
の
パ
リ
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
２
都
市
の

み
の
立
候
補
と
大
き
く
減
少

し
ま
し
た
。
理
由
は
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
大
規
模
化
に
伴
う

膨
大
な
開
催
費
用
と
負
担
を

市
民
が
不
支
持
と
し
た
こ
と

で
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
目

的
は
「
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
た

人
間
育
成
と
世
界
平
和
」
で

す
。

　

最
初
に
決
め
た
目
的
は
不

変
で
良
い
と
思
い
ま
す
が
、

時
代
に
即
し
た
意
識
改
革
を

行
い
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ー

（
多
様
性
）へ
の
対
応
が
必
要

で
あ
る
と
最
近
特
に
感
じ
て

い
ま
す
。�

（
小
堀
）


